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大学間の連携・協力より設置する教職課程に関連する提言 

 

 

①「教職生活の全体を通じた教員の資質能力の総合的な向上方策について」 

（平成 24 年 8 月 28 日 中央教育審議会 答申） 

 

Ⅲ．２．(1)国公私立大学の学部における教員養成の充実 

②組織体制 

○ 教職課程の担当教員については、当該研究分野における研究実績のほか、教員

養成に対する関わり方についての明確な考え、実践的指導力育成への寄与の観点

から、教員審査や教員評価を進める。実務経験者については、教職大学院を修了

した現職教員等、指導者としてふさわしい教育研究実績を有する者の登用を促進

する。 

○ 教員養成の質を全学的に高めるため、一部の総合大学では「教職センター」等の

全学的な体制を整備し、教員養成カリキュラムの改善等に積極的に取り組んでい

る。こうした取組は、総合大学の有する資源・機能の教員養成に対する活用、教

育学部の有する資源・機能の全学的活用等の観点からも極めて有効であり、多く

の大学で同様の取組を推進することが必要である。 

○ 各大学の強みを生かしながら大学を越えた連携を深め、多様かつ質の高い大学

教育を提供することは、社会の多様な課題を解決に導く高度な人材を養成するた

めに必要不可欠である。 

自らの強みや個性を生かした教員養成を推進するとともに、それに留まらず、

大学が相互に連携し、地域や社会の要請に応える教員養成を進めるため、大学の

特色や強みを生かした大学間連携や、教育課程の共同実施制度等を活用した教育

システムを構築することにより、機能別分化を進め、更に質の高い教育を提供す

る。この場合、教職課程のプログラムとしての体系性が維持され、課程認定大学

としての教員養成に対する責任を全うし、質の向上につながるよう、留意する必

要がある。 
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➁「免許外教科担任制度の在り方に関する調査研究協力者会議 報告書」 

（平成 30 年 9 月 18 日） 

 

三．‐２．‐（２）養成・採用・研修等の対応 
教科によっては、当該教科の教職課程の認定を受けた大学が存在しなくなってい

る県もあり、このような場合には、現職の教員の研修にも影響することが懸念され

る。特に国立教員養成大学・学部については、「教員需要の減少期における教員養

成・研修機能の強化に向けて」（平成 29 年 8 月 29 日国立教員養成大学・学部、大

学院、附属学校の改革に関する有識者会議報告書）を踏まえ、近隣の大学との連携・

協力などにより採用数の少ない教科についても養成・研修機能の強化、効率化を進

めることが求められる。こうした取組を促すため、文部科学省においては、教職課

程の設置に関し大学間の連携・協力を促進する仕組みを検討すべきである。 

 

 

 

③「2040 年に向けた高等教育のグランドデザイン」 

（平成 30 年 11 月 26 日中央教育審議会答申） 

 

Ⅱ．‐４．多様性を受け止める柔軟なガバナンス等 
さらに、これらの各大学におけるマネジメント機能や経営力を強化する取組に加

え、複数の大学等の人的・物的リソースを効果的に共有すると同時に教育研究機能

の強化を図るため、一法人一大学となっている国立大学の在り方の見直し、私立大

学における学部単位等での事業譲渡の円滑化、国公私立大の枠組みを越えて大学等

の連携や機能分担を促進する制度の創設など、定員割れや赤字経営の大学の安易な

救済とならないよう配意しつつ、大学等の連携・統合を円滑に進めることができる

仕組みや、これらの取組を促進するための情報の分析・提供などの支援体制の構築

など実行性を高める方策について検討することが必要である。 
＜具体的な方策＞ 
大学等の連携・統合の促進 
 ３．国公私立の枠組みを越えた連携の仕組み 
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○ 国公私立の設置形態の枠組みを越えて、大学等の機能の分担及び教育研

究や事務の連携を進めるなど、各大学等の強みを活かした連携を可能とす

る制度（大学等連携推進法人（仮称））を導入する。その際、連携を推進す

るための制度的な見直し（例えば、単位互換制度に関連して全ての科目を

自大学で開設するという設置基準の緩和 等）を、質の保証に留意しつつ、

併せて検討する。なお、定員割れや赤字経営の大学の安易な救済とならな

いよう配意する。 
 

 

 

 

 

 

 

 


